


ついて検討すること。 

 

３ 料金回収手続費の原価のうち自社のシステム関連費用の実績値については、平

成 26年度から平成 30年度までの算定期間中、毎年度、接続事業者に従来開示さ

れていた情報と同程度の情報を事業者説明会の場等において接続事業者に開示

すること。また、同期間中、毎年度、接続料の認可申請時までに、業務区分ごと

の自社のシステム関連費用の実績値を総務省に報告すること。 

 

４ ＮＴＴファイナンス株式会社が行う料金業務について、電気通信事業法第 33

条の趣旨を引き続き確保するために必要な措置を講じ、又は同社に講じさせると

ともに、毎年度、当該措置の内容を総務省に報告すること。 

 

５ 光屋内配線加算料及び光屋内配線工事費の算定に用いられる作業時間につい

て、平成 26年度中に再計測を行い、その結果を平成 27年度以降の光屋内加算料

等の算定に用いること。また、再計測の結果を踏まえ、作業時間の定期的な再計

測の要否を判断し、その結果を平成 26 年 12 月末までに総務省に報告すること。 

以上 

 

 

 


